
昭
和
四
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
三
号

清
酒
製
造
業
等
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施

行
規
則

清
酒
製
造
業
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
七
条

並
び
に
清
酒
製
造
業
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行

令
第
二
条
及
び
第
四
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
清
酒

製
造
業
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

（
清
酒
製
造
業
者
に
係
る
給
付
金
の
給
付
対
象
者
か
ら

除
か
れ
る
者
）

第
一
条
　
清
酒
製
造
業
等
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法

施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
百
二
十
五
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省

令
で
定
め
る
者
は
、
清
酒
製
造
業
を
行
う
法
人
を
設
立

す
る
た
め
清
酒
の
製
造
免
許
（
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八

年
法
律
第
六
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
免

許
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
消
し
を
申
請
し
た
者

と
す
る
。

（
単
式
蒸
留
焼
酎
製
造
業
者
に
係
る
給
付
金
の
給
付
対

象
者
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
二
条
　
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省

令
で
定
め
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
単
式
蒸
留

焼
酎
製
造
業
者
（
以
下
「
特
定
単
式
蒸
留
焼
酎
製
造
業

者
」
と
い
う
。
）
で
、
単
式
蒸
留
焼
酎
製
造
業
を
行
う

法
人
を
設
立
す
る
た
め
単
式
蒸
留
焼
酎
の
製
造
免
許
の

取
消
し
を
申
請
し
た
者
と
す
る
。

（
清
酒
製
造
業
者
に
係
る
納
付
金
の
納
付
の
猶
予
）

第
三
条
　
清
酒
製
造
業
等
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
中
央
会
（
以
下

「
中
央
会
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

清
酒
製
造
業
者
（
以
下
「
清
酒
製
造
業
者
」
と
い
う
。
）

が
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
法
第
三
条

第
一
項
第
二
号
の
納
付
金
（
以
下
第
五
条
ま
で
に
お
い

て
「
納
付
金
」
と
い
う
。
）
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
法
第
四
条
の
業
務

方
法
書
（
以
下
「
業
務
方
法
書
」
と
い
う
。
）
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
納
付
金
の
納
付
を
猶
予
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
清
酒
製
造
業
者
に
係
る
納
付
金
の
賦
課
対
象
と
さ
れ

な
い
移
出
数
量
）

第
四
条
　
令
第
八
条
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
清
酒
の
移
出
数
量
と
す

る
。

一
　
清
酒
製
造
業
者
が
製
造
を
必
要
と
す
る
清
酒
の
数

量
の
す
べ
て
の
製
造
を
他
の
清
酒
製
造
業
者
に
委
託

し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
委
託
を
受
け
た
清
酒
製

造
業
者
が
、
当
該
委
託
を
し
た
清
酒
製
造
業
者
の
製

造
場
（
酒
税
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

清
酒
の
製
造
免
許
を
受
け
た
製
造
場
と
み
な
さ
れ
た

場
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
へ
移
出
す
る
当
該
委

託
に
係
る
清
酒
の
移
出
数
量

二
　
共
同
銘
柄
（
二
以
上
の
清
酒
製
造
業
者
が
共
同
し

て
使
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
商
標
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
清
酒
製
造

業
者
の
製
造
場
か
ら
当
該
共
同
銘
柄
を
表
示
す
る
清

酒
製
造
業
者
の
製
造
場
へ
移
出
す
る
当
該
共
同
銘
柄

に
係
る
清
酒
の
移
出
数
量

（
清
酒
の
移
出
数
量
の
計
算
）

第
五
条
　
令
第
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
各
清
酒
製
造
業
者
の
清

酒
の
移
出
数
量
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

納
付
金
を
賦
課
す
る
日
を
含
む
中
央
会
の
事
業
年
度
の

前
事
業
年
度
の
七
月
一
日
か
ら
当
該
納
付
金
を
賦
課
す

る
日
を
含
む
中
央
会
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で

の
期
間
に
お
い
て
、
各
清
酒
製
造
業
者
が
そ
の
製
造
場

か
ら
移
出
し
た
清
酒
の
数
量
（
そ
の
製
造
場
か
ら
移
出

し
た
清
酒
で
酒
税
が
課
さ
れ
た
も
の
を
当
該
清
酒
製
造

業
者
の
製
造
場
へ
戻
し
入
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
戻
し

入
れ
た
清
酒
の
数
量
を
控
除
し
、
清
酒
製
造
業
者
が
主

と
な
つ
て
組
織
す
る
法
人
（
清
酒
製
造
業
者
で
あ
る
法

人
を
除
く
。
以
下
「
共
同
び
ん
詰
法
人
」
と
い
う
。
）

か
ら
当
該
共
同
び
ん
詰
法
人
を
組
織
す
る
清
酒
製
造
業

者
へ
の
清
酒
の
移
出
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
清
酒
製
造

業
者
が
移
入
す
る
清
酒
の
数
量
を
控
除
す
る
。
）
を
基

礎
と
し
、
業
務
方
法
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要

な
調
整
を
加
え
た
数
量
と
す
る
。

（
特
定
単
式
蒸
留
焼
酎
製
造
業
者
に
係
る
納
付
金
）

第
六
条
　
第
三
条
の
規
定
は
、
特
定
単
式
蒸
留
焼
酎
製
造

業
者
に
係
る
納
付
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
清
酒
製
造
業

者
（
以
下
「
清
酒
製
造
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
特
定
単
式
蒸
留
焼
酎
製
造
業
者
」
と
、
「
法
第
三

条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
条
第
二
項

第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
四
条
の
規
定
は
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

令
第
八
条
第
二
号
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
特
定
単
式
蒸
留
焼
酎
製
造
業
者
に
係
る
納
付
金
の
賦

課
対
象
と
さ
れ
な
い
移
出
数
量
に
つ
い
て
、
前
条
の
規

定
は
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
九
条
第
二

号
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
単
式
蒸
留
焼

酎
の
移
出
数
量
の
計
算
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
中
「
清
酒
」
と
あ

る
の
は
「
単
式
蒸
留
焼
酎
」
と
、
「
清
酒
製
造
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
特
定
単
式
蒸
留
焼
酎
製
造
業
者
」
と
、

前
条
中
「
清
酒
製
造
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
単
式

蒸
留
焼
酎
製
造
業
者
」
と
、
「
清
酒
」
と
あ
る
の
は

「
単
式
蒸
留
焼
酎
」
と
、
「
七
月
一
日
か
ら
当
該
納
付
金

を
賦
課
す
る
日
を
含
む
中
央
会
の
事
業
年
度
の
六
月
三

十
日
」
と
あ
る
の
は
「
四
月
一
日
か
ら
当
該
前
事
業
年

度
の
三
月
三
十
一
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
公
告
の
方
法
）

第
七
条
　
法
第
七
条
第
四
項
（
法
第
七
条
の
二
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公

告
は
、
官
報
及
び
中
央
会
の
定
款
に
定
め
る
公
告
の
方

法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
延
滞
金
の
額
の
計
算
に
つ
き
年
当
た
り
の
割
合
の
基

礎
と
な
る
日
数
）

第
八
条
　
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
額
の

計
算
に
つ
き
同
項
に
定
め
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、

じ
ゆ
ん

閏

年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六
十
五

日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。

（
延
滞
金
の
免
除
）

第
九
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
中
央
会

は
、
法
第
八
条
第
二
項
の
延
滞
金
の
全
部
又
は
一
部
を

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
延
滞
金
の
額
が
五
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
。

二
　
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一

号
の
納
付
金
を
納
付
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を

得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
区
分
経
理
）

第
十
条
　
中
央
会
は
、
法
第
十
条
の
特
別
の
会
計
と
し

て
、
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
経

理
に
関
す
る
会
計
を
設
け
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
に
係
る
経
理
、

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業

を
含
む
。
）
に
係
る
経
理
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
に
係
る
経

理
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
資
産
、
負
債
、
収
入
、

支
出
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
中
央
会
は
、
法
第
十
条
の
特
別
の
会
計
と
し
て
、
前

項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
三
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
経
理
に
関
す
る
会
計
を
設
け
、

同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業

を
含
む
。
）
に
係
る
経
理
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
に
係
る
経

理
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
資
産
、
負
債
、
収
入
、

支
出
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
余
裕
金
の
運
用
）

第
十
一
条
　
中
央
会
は
、
次
の
方
法
に
よ
り
、
法
第
三
条

第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
業
務
上
の

余
裕
金
を
運
用
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
農
林
中
央
金
庫
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金

庫
、
銀
行
、
信
用
金
庫
連
合
会
又
は
農
業
協
同
組
合

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
事
業
を
併
せ
行
う
農

業
協
同
組
合
連
合
会
に
対
す
る
預
金

二
　
国
債
、
地
方
債
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
法
人
の
発
行
す
る
債
券
で
政
府
が
保
証
す
る
も
の

又
は
金
融
機
関
が
発
行
す
る
債
券
の
取
得

三
　
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関
の
信
託

業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律

第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金

融
機
関
を
い
う
。
）
へ
の
金
銭
信
託

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
二
七
日
大
蔵
省
令

第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
酒
税
法
及
び
清
酒
製
造
業
の
安
定
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五

十
三
年
四
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
一
五
日
大
蔵
省
令
第

一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
三
月
十
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第

三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
二
一
日
大
蔵
省
令

第
六
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
三
一
日
財
務
省

令
第
六
〇
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
財
務
省

令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

五
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令

第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
財
務
省
令

第
六
一
号
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令

第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
か
ら
四
ま
で
　
略

2


